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○君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成１５年８月３１日 

規則第４１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成

１５年君津市条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（使用時間等） 

第２条 条例第８条に規定する施設等の使用時間は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 多目的室１、多目的室２、多目的室３及び教養文化室（以下「多目的室等」という。） 

ア 火曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時まで 

イ 日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る祝日をいう。以下同じ。） 午前９時から午後７時まで 

(2) フィットネススタジオ、トレーニングルーム及びサウナルーム 

ア 火曜日から土曜日まで 午前１０時３０分から午後９時まで 

イ 日曜日及び祝日 午前１０時から午後６時まで 

２ フィットネススタジオを専用して使用する場合の使用時間は、２時間までとする。 

３ フィットネススタジオを個人で使用する場合の使用時間は、１時間までとする。 

（使用の申請） 

第３条 条例第１０条第１項の規定により使用の許可を受けようとする者は、君津市勤労

者総合福祉センター使用（変更・取消）許可申請書（別記第１号様式）により指定管理

者に申請しなければならない。 

２ 施設予約システム（インターネットを利用して市の施設の使用の申請をするシステム

をいう。以下同じ。）により、前項に規定する申請書の提出に代えて、使用の申請をす

ることができる。 

３ 前２項の規定により申請することができる期間は、多目的室等及びフィットネススタ

ジオ（前条第２項に規定する使用に限る。）については、使用しようとする日（以下「使

用日」という。）の属する月の３月前から使用日までとする。 

（使用者登録の申請） 

第３条の２ 前条第２項の規定により使用の申請をしようとする者は、あらかじめ勤労者
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総合福祉センター施設予約システム利用者登録申込書（別記第１号様式の２）に指定管

理者が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、登録を受けなければならない。ただ

し、他の施設において既に施設予約システムの登録を受けている場合は、この限りでな

い。 

２ 前項の登録の内容に変更が生じた場合は、指定管理者に届け出るものとする。 

（使用の許可等） 

第４条 指定管理者は、第３条第１項及び第２項の申請がされたときは、速やかにその内

容を審査し、使用の可否を決定するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める方法により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、フィットネスス

タジオ（第２条第３項に規定する使用に限る。）、トレーニングルーム及びサウナルー

ムについては、当該利用料金の支払をもって使用の申請及び使用の許可等の手続が終了

したものとみなす。 

(1) 第３条第１項の申請に係る通知 君津市勤労者総合福祉センター使用（変更・取消）

許可書（別記第２号様式）又は君津市勤労者総合福祉センター使用（変更・取消）不

許可通知書（別記第３号様式） 

(2) 第３条第２項の申請に係る通知 施設予約システムを介しての通知 

２ 指定管理者は、前項の規定による使用の許可の決定を行う場合において、勤労者セン

ターの管理上必要があると認めるときは、その使用日及び使用時間を調整することがで

きる。 

３ 使用者は、勤労者センターを使用する際に第１項の許可書を指定管理者に提示しなけ

ればならない。ただし、同項ただし書の規定により使用の許可を受けた場合は、この限

りでない。 

（使用の変更又は取消し） 

第５条 使用者は、使用の内容を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、第３

条第３項に規定する期間内に君津市勤労者総合福祉センター使用（変更・取消）許可申

請書により指定管理者に申請しなければならない。ただし、前条第１項ただし書の規定

により使用の許可を受けた者は、この限りでない。 

２ 指定管理者は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、その

可否を決定するとともに、許可するときは君津市勤労者総合福祉センター使用（変更・

取消）許可書により、許可しないときは君津市勤労者総合福祉センター使用（変更・取
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消）不許可通知書により当該使用者に通知するものとする。 

（使用者の義務等） 

第６条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 使用の許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。 

(2) 使用の許可の際に付した条件を遵守すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 指定管理者は、使用者が前項の事項を遵守していないと認めるときは、条例第１４条

の規定により勤労者センターの使用を停止させ、若しくは制限し、又は当該使用者を退

場させることができる。 

（使用の許可の取消し） 

第７条 指定管理者は、条例第１４条の規定により使用の許可を取り消したときは、その

旨を君津市勤労者総合福祉センター使用許可取消通知書（別記第４号様式）により当該

使用者に通知するものとする。 

（準備及び原状回復） 

第８条 勤労者センターの使用の準備及び原状回復は、指定管理者の指示に従い、すべて

使用者が行わなければならない。 

（利用者の義務） 

第９条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 使用の許可を必要とする施設等を使用しないこと。 

(2) 危険物、動物その他のもので他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設

等に持ち込まないこと。 

(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙等をしないこと。 

(5) 許可なくして物品を販売し、又は寄附を募らないこと。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（行為の許可） 

第１０条 勤労者センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめそ

の旨を申し出て、指定管理者の許可を受けなければならない。 

(1) 物品を販売し、又は寄附を募ること。 

(2) 文書、図画等の掲示をすること。 
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(3) 看板、垂幕その他の物の設置又は掲示をすること。 

（報告） 

第１１条 指定管理者は、毎月の入館者の状況等について、当月分を翌月の１０日（その

日が休館日に当たるときは、その翌日）までに市長に報告しなければならない。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、勤労者センターの管理に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１５年９月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２８日規則第５１号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日規則第３１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月３０日規則第４０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際に現に残存する様式については、この規則の施行の日以後におい

ても、当分の間、所要の補正を加え、使用することができる。 

附 則（令和４年９月１日規則第３６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際に現に残存する様式については、この規則の施行の日以後におい

ても、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和５年９月２９日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２２日規則第５０号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第３条第１項、第５条第１項） 

第１号様式の２（第３条の２第１項） 

第２号様式（第４条第１項、第５条第２項） 

第３号様式（第４条第１項、第５条第２項） 

第４号様式（第７条） 

 


